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建設業法施行令の改正に伴う関連通知の改正について 

 

 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）上の特定建設業の許可を要する下請代金額及び

主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額については、建設業法施行令（昭和

31年政令第273号）に定められているところ、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化に鑑

み、建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第

366号）により建設業法施行令が改正され、上記の金額要件が改定された。 

これに伴い、「工事現場における適正な施工体制の確保等について」（平成13年３月30

日付け国地契第22号、国官技第68号、国営計第79号）、「監理技術者制度の運用等につい

て」（平成16年７月15日付け国地契第16号、国官技第75号、国営計第46号）、「直轄工事

における地域維持型建設共同企業体の運用について」（平成24年６月27日付け国地契第19

号、国官技第77号、国営計第39号、国港総第132号、国港技第32号、国北予第17号）及び

「直轄工事における復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて」（令和５年３月29

日付け国会公契第46号、国官技第385号、国営管第652号、国営計第185号、国港総第746

号、国港技第137号、国北予第51号）について下記のとおり改正することとしたので通知
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する。 

 

記 

 

 （「工事現場における適正な施工体制の確保等について」の一部改正） 

１ 「工事現場における適正な施工体制の確保等について」（平成13年３月30日付け国地

契第22号、国官技第68号、国営計第79号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

２．適用対象 

点検のうち監理技術者等の専任に関する点検

は、建設業法第26条第３項に該当する工事（請

負金額が4,500万円以上のもの。ただし、建築

一式工事の場合は、9,000万円以上のもの。）

について行うこととする。また、施工体制台帳

等に関する点検は、下請契約を締結した工事に

ついて行うこととする。 

２．適用対象 

点検のうち監理技術者等の専任に関する点検

は、建設業法第 26 条第３項に該当する工事

（請負金額が 4,000 万円以上のもの。ただし、

建築一式工事の場合は、8,000 万円以上のも

の。）について行うこととする。また、施工体

制台帳等に関する点検は、下請契約を締結した

工事について行うこととする。 

 

 （「監理技術者制度の運用等について」の一部改正） 

２ 「監理技術者制度の運用等について」（平成16年７月15日付け国地契第16号、国官技

第75号、国営計第46号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

１ 監理技術者等の途中交代について（マニュア

ル二－二（４）） 

監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術

者（以下「監理技術者等」という。）の工期途

中での交代が認められる場合には、監理技術者

等の死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等の

場合のほか、次の①から③に掲げる場合がある

こと。また、建設現場における働き方改革等の

観点を踏まえ、その具体的内容について受発注

者間で合意することとし、入札の公平性の観点

から、原則として元請（発注者から直接建設工

事を請け負った建設業者をいう。以下同じ。）

１ 監理技術者等の途中交代について（マニュア

ル二－二（４）） 

監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術

者（以下「監理技術者等」という。）の工期途

中での交代が認められる場合には、監理技術者

等の死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等の

場合のほか、次の①から③に掲げる場合がある

こと。また、建設現場における働き方改革等の

観点を踏まえ、その具体的内容について受発注

者間で合意することとし、入札の公平性の観点

から、原則として元請（発注者から直接建設工

事を請け負った建設業者をいう。以下同じ。）
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の監理技術者等の交代が認められる基本的な条

件は入札前に明示する範囲とし、同等以上の技

術力を有する技術者との交代であることを条件

とすること。  

なお、次の①から③に掲げるいずれの場合

にあっても、工事の継続性、品質確保等に支

障を生じさせない観点から、交代前後におけ

る監理技術者等の技術力が同等以上に確保さ

れるようにするほか、交代の時期は工程上一

定の区切りと認められる時点とすること、工

事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して

工事現場に設置すること等の措置が講じられ

るようにすること。 

おって、工事請負代金額が 4,500万円（建築

一式工事にあっては9,000万円）以上の工事に

おいて工期途中での監理技術者等の交代を認

めたときは、工事実績情報サービス（ＣＯＲ

ＩＮＳ）に変更登録をするよう徹底するこ

と。 

①～③ （略） 

 

２～４ （略） 

 

５ 監理技術者等の工事現場における専任につい

て（マニュアル三） 

監理技術者又は主任技術者は、国が注文者

である施設又は工作物に関する建設工事で、

工事請負代金額が4,500万円（建築一式工事

にあっては9,000万円）以上のものについ

て、その契約工期において、工事現場ごとに

専任の者でなければならないこと（専任特例

の場合（建設業法第26条第３項ただし書の規

定による場合又は同法第26条の５第１項の規

定による場合のことをいう。以下同じ。）を

除く。）。そのうち専任特例２号の場合（建

設業法第26条第３項第２号の規定による場合

のことをいう。）は、当該工事現場に設置す

る監理技術者補佐は専任の者でなければなら

ないほか、兼務できる工事現場の範囲につい

の監理技術者等の交代が認められる基本的な条

件は入札前に明示する範囲とし、同等以上の技

術力を有する技術者との交代であることを条件

とすること。  

なお、次の①から③に掲げるいずれの場合

にあっても、工事の継続性、品質確保等に支

障を生じさせない観点から、交代前後におけ

る監理技術者等の技術力が同等以上に確保さ

れるようにするほか、交代の時期は工程上一

定の区切りと認められる時点とすること、工

事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して

工事現場に設置すること等の措置が講じられ

るようにすること。 

おって、工事請負代金額が 4,000万円（建築

一式工事にあっては8,000万円）以上の工事に

おいて工期途中での監理技術者等の交代を認

めたときは、工事実績情報サービス（ＣＯＲ

ＩＮＳ）に変更登録をするよう徹底するこ

と。 

①～③ （略） 

 

２～４ （略） 

 

５ 監理技術者等の工事現場における専任につい

て（マニュアル三） 

監理技術者（特例監理技術者を除く。）又

は主任技術者は、国が注文者である施設又は

工作物に関する建設工事で、工事請負代金額

が 4,000 万円（建築一式工事にあっては 8,000

万円）以上のものについて、その契約工期に

おいて、工事現場ごとに専任の者でなければ

ならないこと。 

特例監理技術者を設置する場合は、当該工事

現場に設置する監理技術者補佐は専任の者で

なければならないほか、特例監理技術者が兼

務できる工事現場の範囲については、「建設

業法第 26 条第３項ただし書の規定の適用を受

ける監理技術者及び監理技術者補佐の直轄工

事における取扱いについて」（令和２年９月
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ては、「建設業法第26条第３項ただし書の規

定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者

補佐の直轄工事における取扱いについて」

（令和２年９月30日付け国官技第177号、国

営計第71号）によること。また、特定専門工

事において、元請又は上位下請の主任技術者

は、直接契約を締結した下請（建設業者であ

る下請に限る。）に主任技術者を置かない場

合、適正な施工を確保する観点から、工事現

場ごとに専任の者でなければならないこと。 

   この「専任」とは、他の工事現場に係る職

務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に

係る職務にのみ従事していることを意味する

ものであり、必ずしも当該工事現場への常駐

（現場施工の稼働中、特別の理由がある場合

を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在し

ていること）を必要とするものではないこと

に留意すること。したがって、専任の監理技

術者、監理技術者補佐又は主任技術者は、技

術研鑽のための研修、講習、試験等への参

加、休暇の取得、その他の合理的な理由で短

期間工事現場を離れることについては、適切

な施工ができる体制を確保する（例えば、必

要な資格を有する代理の技術者を配置する、

工事の品質確保等に支障の無い範囲におい

て、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現

場に戻りうる体制を確保する等）とともに、

その体制について、元請の監理技術者、監理

技術者補佐又は主任技術者の場合は発注者、

下請の主任技術者の場合は元請又は上位の下

請の了解を得ていることを前提として、差し

支えない。なお、適切な施工ができる体制の

確保にあたっては、監理技術者又は主任技術

者が、建設工事の施工の技術上の管理をつか

さどる者であることに変わりはないことに留

意し、監理技術者又は主任技術者が担う役割

に支障が生じないようにすること。また、例 

えば必要な資格を有する代理の技術者の配置

等により適切な施工ができると判断される場

30 日付け国官技第 177 号、国営計第 71 号）に

よること。また、特定専門工事において、元

請又は上位下請の主任技術者は、直接契約を

締結した下請（建設業者である下請に限

る。）に主任技術者を置かない場合、適正な

施工を確保する観点から、工事現場ごとに専

任の者でなければならないこと。 

 

 

 

この「専任」とは、他の工事現場に係る職

務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に

係る職務にのみ従事していることを意味する

ものであり、必ずしも当該工事現場への常駐

（現場施工の稼働中、特別の理由がある場合

を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在し

ていること）を必要とするものではないこと

に留意すること。したがって、専任の監理技

術者、監理技術者補佐又は主任技術者は、技

術研鑽のための研修、講習、試験等への参

加、休暇の取得、その他の合理的な理由で短

期間工事現場を離れることについては、適切

な施工ができる体制を確保する（例えば、必

要な資格を有する代理の技術者を配置する、

工事の品質確保等に支障の無い範囲におい

て、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現

場に戻りうる体制を確保する等）とともに、

その体制について、元請の監理技術者、監理

技術者補佐又は主任技術者の場合は発注者、

下請の主任技術者の場合は元請又は上位の下

請の了解を得ていることを前提として、差し

支えない。なお、適切な施工ができる体制の

確保にあたっては、監理技術者又は主任技術

者が、建設工事の施工の技術上の管理をつか

さどる者であることに変わりはないことに留

意し、監理技術者又は主任技術者が担う役割

に支障が生じないようにすること。また、例

えば必要な資格を有する代理の技術者の配置

等により適切な施工ができると判断される場
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合には、現場に戻りうる体制を確保すること

は必ずしも要しないなど、監理技術者等の研

修等への参加や休暇の取得等を不用意に妨げ

ることのないように配慮すること。さらに

は、建設業におけるワーク・ライフ・バラン

スの推進や女性の一層の活躍の観点からも、

監理技術者等が育児等のために短時間現場を

離れることが可能となるような体制を確保す

る等、監理技術者等の適正な配置等に留意す

ること。 

 

（１）・（２） （略） 

 

（３）元の工事と他の工事が次に掲げる工事に該

当する場合 

①～③ （略） 

④ 工作物等に一体性が認められる工事 

    同一あるいは別々の発注者が、同一の建

設業者と締結する契約工期の重複する複数

の請負契約に係る工事であって、かつ、そ

れぞれの工事の対象が同一の建築物又は連

続する工作物である場合については、全て

の発注者から同一工事として取り扱うこと

について書面による承諾を得た上で、これ

ら複数の工事を一の工事とみなして、同一

の監理技術者等が当該複数工事全体を管理

することができること。この場合、その全

てを下請として請け負う場合を除き、これ

ら複数工事に係る下請金額の合計5,000万

円（建築一式工事の場合は8,000万円）以

上とするときは特定建設業の許可が必要で

あり、工事現場には監理技術者を設置しな

ければならないこと。また、これら複数工

事に係る請負代金の額の合計が4,500万円

（建築一式工事の場合は9,000万円）以上

となる場合、監理技術者又は主任技術者は

これらの工事現場に専任の者でなければな

らないこと（専任特例の場合を除く。）。 

合には、現場に戻りうる体制を確保すること

は必ずしも要しないなど、監理技術者等の研

修等への参加や休暇の取得等を不用意に妨げ

ることのないように配慮すること。さらに

は、建設業におけるワーク・ライフ・バラン

スの推進や女性の一層の活躍の観点からも、

監理技術者等が育児等のために短時間現場を

離れることが可能となるような体制を確保す

る等、監理技術者等の適正な配置等に留意す

ること。 

 

（１）・（２） （略） 

 

（３）元の工事と他の工事が次に掲げる工事に該

当する場合 

①～③ （略） 

④ 工作物等に一体性が認められる工事 

    同一あるいは別々の発注者が、同一の建

設業者と締結する契約工期の重複する複数

の請負契約に係る工事であって、かつ、そ

れぞれの工事の対象が同一の建築物又は連

続する工作物である場合については、全て

の発注者から同一工事として取り扱うこと

について書面による承諾を得た上で、これ

ら複数の工事を一の工事とみなして、同一

の監理技術者等が当該複数工事全体を管理

することができること。この場合、その全

てを下請として請け負う場合を除き、これ

ら複数工事に係る下請金額の合計 4,500 万

円（建築一式工事の場合は 7,000 万円）以

上とするときは特定建設業の許可が必要で

あり、工事現場には監理技術者を設置しな

ければならないこと。また、これら複数工

事に係る請負代金の額の合計が 4,000 万円

（建築一式工事の場合は 8,000 万円）以上

となる場合、監理技術者又は主任技術者は

これらの工事現場に専任の者でなければな

らないこと（特例監理技術者を設置する場

合を除く。）。 
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 （「直轄工事における地域維持型建設共同企業体の運用について」の一部改正） 

３ 「直轄工事における地域維持型建設共同企業体の運用について」（平成24年６月27日

付け国地契第19号、国官技第77号、国営計第39号、国港総第132号、国港技第32号、国

北予第17号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

２．監理技術者等の制度運用について 

地域維持型建設共同企業体の主任技術者又は

監理技術者（以下「監理技術者等」という。）

の制度運用については、次のとおりとする。 

（１）甲型の地域維持型建設共同企業体（地域維

持型建設共同企業体協定書（甲）(別添１)を

使用する地域維持型建設共同企業体をいう。

以下同じ。）の場合 

一 下請契約の額が5,000万円未満となる場

合又は下請契約を締結しない場合は、全て

の構成員は主任技術者を工事現場毎に設置

しなければならない。また、請負金額が

4,500万円以上となる場合は設置された主

任技術者は専任でなければならない（専任

特例の場合（建設業法第26条第３項ただし

書の規定による場合又は同法第26条の５第

１項の規定による場合のことをいう。以下

同じ。）はこの限りでない。）。 

二 下請契約の額が5,000万円以上となる場

合は、特定建設業者たる構成員１社以上が

監理技術者を設置しなければならない。そ

の他の構成員は主任技術者を設置しなけれ

ばならない。また、設置された監理技術者

及び主任技術者は専任でなければならない

（専任特例の場合はこの限りでない。）。 

 

 

 

三 第１号又は第２号の規定にかかわらず、

次に掲げる構成員（代表者でなくても可と

する）が監理技術者（監理技術者の設置を

２．監理技術者等の制度運用について 

地域維持型建設共同企業体の主任技術者又は

監理技術者（以下「監理技術者等」という。）

の制度運用については、次のとおりとする。 

（１）甲型の地域維持型建設共同企業体（地域維

持型建設共同企業体協定書（甲）(別添１)を

使用する地域維持型建設共同企業体をいう。

以下同じ。）の場合 

一 下請契約の額が4,500万円未満となる場

合又は下請契約を締結しない場合は、全て

の構成員は主任技術者を工事現場毎に設置

しなければならない。また、請負金額が

4,000万円以上となる場合は設置された主

任技術者は専任でなければならない。 

 

 

 

 

二 下請契約の額が4,500万円以上となる場

合は、特定建設業者たる構成員１社以上が

監理技術者を設置しなければならない。そ

の他の構成員は主任技術者を設置しなけれ

ばならない。また、設置された監理技術者

及び主任技術者は専任でなければならない

（特例監理技術者を設置する場合（専任の

監理技術者補佐を設置し、監理技術者を複

数の工事現場で兼務させる場合のことをい

う。以下同じ。）はこの限りでない。）。 

三 第１号又は第２号の規定にかかわらず、

次に掲げる構成員（代表者でなくても可と

する）が監理技術者（監理技術者の設置を
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要しない場合は主任技術者）を専任させる

場合（専任特例の場合を含む。）は、その

他の構成員が設置する監理技術者等は専任

を求めない。 

イ・ロ （略） 

（２）乙型の地域維持型建設共同企業体（地域維

持型建設共同企業体協定書（乙）（別添２）

を使用する地域維持型建設共同企業体をいう

。以下同じ。）の場合 

一 分担工事に係る下請契約の額が5,000万

円未満又は下請契約を締結しない場合は、

当該分担工事を施工する建設企業は、主任

技術者を当該工事現場に設置しなければな

らない。なお、分担工事に係る請負金額が

4,500万円以上となる場合は設置された主

任技術者は専任でなければならない（専任

特例の場合はこの限りでない。）。 

二 分担工事に係る下請契約の額が5,000万

円以上となる場合は、当該分担工事を施工

する特定建設業者は、監理技術者を設置し

なければならない。また、設置された監理

技術者は専任でなければならない（専任特

例の場合はこの限りでない。）。 

 

（３） （略） 

 

３．建設業法上の取扱いについて 

（１） （略） 

（２） 地域維持型建設共同企業体による工事の

施工において建設業法施行令（昭和31年政

令第273号）第２条に定める金額以上となる

下請契約は、次の要件を満たす場合に締結

できるものとする。 

一 （略） 

二 乙型の地域維持型建設共同企業体において

下請契約を締結する場合 

乙型の地域維持型建設共同企業体の下請

契約は、構成員各自が締結するものである

ので、当該構成員が建設業法第３条第１項

要しない場合は主任技術者）を専任させる

場合又は特例監理技術者を設置する場合は

、その他の構成員が設置する監理技術者等

は専任を求めない。 

イ・ロ （略） 

（２）乙型の地域維持型建設共同企業体（地域維

持型建設共同企業体協定書（乙）（別添２）

を使用する地域維持型建設共同企業体をいう

。以下同じ。）の場合 

一 分担工事に係る下請契約の額が4,500万

円未満又は下請契約を締結しない場合は、

当該分担工事を施工する建設企業は、主任

技術者を当該工事現場に設置しなければな

らない。なお、分担工事に係る請負金額が

4,000万円以上となる場合は設置された主

任技術者は専任でなければならない。 

 

  二 分担工事に係る下請契約の額が4,500万

円以上となる場合は、当該分担工事を施

工する特定建設業者は、監理技術者を設

置しなければならない。また、設置され

た監理技術者は専任でなければならない

（特例監理技術者を設置する場合はこの

限りでない。）。 

（３） （略） 

 

３．建設業法上の取扱いについて 

（１） （略） 

（２） 地域維持型建設共同企業体による工事の

施工において建設業法施行令第２条に定め

る金額以上となる下請契約は、次の要件を

満たす場合に締結できるものとする。 

 

一 （略） 

二 乙型の地域維持型建設共同企業体において

下請契約を締結する場合 

乙型の地域維持型建設共同企業体の下請

契約は、構成員各自が締結するものである

ので、当該構成員が建設業法第 15 条の規定
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の規定に基づく特定建設業の許可を受けた

ものであること。 

に基づく特定建設業の許可を受けたもので

あること。 

 

（「直轄工事における復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて」の一部改正） 

４ 「直轄工事における復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて」（令和５年３

月29日付け国会公契第46号、国官技第385号、国営管第652号、国営計第185号、国港総

第746号、国港技第137号、国北予第51号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

２．復旧・復興ＪＶの内容 

（１）・（２） （略） 

（３）構成員の技術的要件等 

構成員は、次に掲げる要件をすべて満たす

ものとする。 

一 すべての構成員について、登録しようと

する種別に対応する建設業法（昭和24年法

律第100号）の許可業種につき、許可を有

しての営業年数が３年以上あること。ただ

し、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑

な共同施工が確保できると認められる場合

においては、この限りではない。 

二 （略） 

（４）・（５） （略） 

 

６．監理技術者等の制度運用について 

復旧・復興ＪＶの主任技術者又は監理技術者

（以下「監理技術者等」という。）の制度運用

については、次のとおりとする。 

（１）甲型の復旧・復興ＪＶの場合 

下請契約の額が5,000万円（建築一式工事

の場合は8,000万円）未満となる場合又は下

請契約を締結しない場合は、全ての構成員は

主任技術者を工事現場毎に設置しなければな

らない。設置される主任技術者は原則として

国家資格を有する者とする。また、請負金額

が4,500万円（建築一式工事の場合は9,000万

２．復旧・復興ＪＶの内容 

（１）・（２） （略） 

（３）構成員の技術的要件等 

構成員は、次に掲げる要件をすべて満たす

ものとする。 

一 すべての構成員について、登録しようと

する種別に対応する建設業法の許可業種に

つき、許可を有しての営業年数が３年以上

あること。ただし、相当の施工実績を有し

、確実かつ円滑な共同施工が確保できると

認められる場合においては、この限りでは

ない。 

二 （略） 

（４）・（５） （略） 

 

６．監理技術者等の制度運用について 

復旧・復興ＪＶの主任技術者又は監理技術者

（以下「監理技術者等」という。）の制度運用

については、次のとおりとする。 

（１）甲型の復旧・復興ＪＶの場合 

下請契約の額が4,500万円（建築一式工事

の場合は7,000万円）未満となる場合又は下

請契約を締結しない場合は、全ての構成員は

主任技術者を工事現場毎に設置しなければな

らない。設置される主任技術者は原則として

国家資格を有する者とする。また、請負金額

が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万
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円）以上となる場合は設置された主任技術者

は専任でなければならない（専任特例の場合

（建設業法第26条第３項ただし書の規定によ

る場合又は同法第26条の５第１項の規定によ

る場合のことをいう。以下同じ。）はこの限

りでない。）。 

下請契約の額が5,000万円（建築一式工事

の場合は8,000万円）以上となる場合は、特

定建設業者たる構成員１社以上が監理技術者

を設置しなければならない。その他の構成員

は主任技術者を設置しなければならず、この

場合にも、設置される主任技術者は原則とし

て国家資格を有する者とする。また、請負金

額が4,500万円（建築一式工事の場合は9,000

万円）以上となる場合は設置された監理技術

者は専任でなければならない（専任特例の場

合はこの限りでない。）。 

 

 

 

ただし、工事規模に見合った施工能力を有

する構成員が当該許可業種に係る監理技術者

等を専任で設置する場合（専任特例の場合を

含む。）は、その他の構成員が設置する監理

技術者等は専任を求めない。 

（２）乙型の復旧・復興ＪＶの場合 

分担工事に係る下請契約の額が5,000万円

（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なる場合又は下請契約を締結しない場合は、

当該分担工事を施工する建設企業は、主任技

術者を当該工事現場に設置しなければならな

い。設置される主任技術者は原則として国家

資格を有する者とする。また、分担工事に係

る請負金額が4,500万円（建築一式工事の場

合は9,000万円）以上となる場合は設置され

た主任技術者は専任でなければならない（専

任特例の場合はこの限りでない。）。 

 

分担工事に係る下請契約の額が5,000万円

円）以上となる場合は設置された主任技術者

は専任でなければならない。 

 

 

 

 

下請契約の額が4,500万円（建築一式工事

の場合は7,000万円）以上となる場合は、特

定建設業者たる構成員１社以上が監理技術者

を設置しなければならない。その他の構成員

は主任技術者を設置しなければならず、この

場合にも、設置される主任技術者は原則とし

て国家資格を有する者とする。また、請負金

額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000

万円）以上となる場合は設置された監理技術

者は専任でなければならない（特例監理技術

者を設置する場合（専任の監理技術者補佐を

設置し、監理技術者を複数の工事現場で兼務

させる場合のことをいう。以下同じ。）はこ

の限りでない。）。 

ただし、工事規模に見合った施工能力を有

する構成員が当該許可業種に係る監理技術者

等を専任で設置する場合又は特例監理技術者

を設置する場合は、その他の構成員が設置す

る監理技術者等は専任を求めない。 

（２）乙型の復旧・復興ＪＶの場合 

分担工事に係る下請契約の額が4,500万円

（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と

なる場合又は下請契約を締結しない場合は、

当該分担工事を施工する建設企業は、主任技

術者を当該工事現場に設置しなければならな

い。設置される主任技術者は原則として国家

資格を有する者とする。また、分担工事に係

る請負金額が4,000万円（建築一式工事の場

合は8,000万円）以上となる場合は設置され

た主任技術者は専任でなければならない。 

 

 

分担工事に係る下請契約の額が4,500万円
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（建築一式工事の場合は8,000万円）以上と

なる場合は、当該分担工事を施工する特定建

設業者は、監理技術者を設置しなければなら

ない。また、分担工事に係る請負金額が

4,500万円（建築一式工事の場合は9,000万円

）以上となる場合は設置された監理技術者は

専任でなければならない（専任特例の場合は

この限りでない。）。 

 

（３） （略） 

 

７．建設業法上の取扱いについて 

（１） （略） 

（２）復旧・復興ＪＶによる工事の施工において

5,000 万円（建築一式工事の場合は 8,000 万

円）以上となる下請契約は、次の要件を満た

す場合に締結できるものとする。 

  一・二 （略） 

（建築一式工事の場合は7,000万円）以上と

なる場合は、当該分担工事を施工する特定建

設業者は、監理技術者又は特例監理技術者を

設置しなければならない。また、分担工事に

係る請負金額が4,000万円（建築一式工事の

場合は8,000万円）以上となる場合は設置さ

れた監理技術者は専任でなければならない（

特例監理技術者を設置する場合はこの限りで

ない。）。 

（３） （略） 

 

７．建設業法上の取扱いについて 

（１） （略） 

（２）復旧・復興ＪＶによる工事の施工において

4,500 万円（建築一式工事の場合は 7,000 万

円）以上となる下請契約は、次の要件を満た

す場合に締結できるものとする。 

  一・二 （略） 

 

附 則 

 この通知は、令和７年２月１日から適用する。 


